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問題意識

近年、わが国の精神科医療の領域では、医療の質の向

上を目指して、多職種協働によるチーム医療を推進する

ことへの関心が高まっている（中島ら,2012）。厚生労働

省（2009）の報告でも心理職の積極的活用が検討された

ことも考慮すると、心理職がチーム医療において役割を

果たすことへの期待も高まっていることが考えられる。

しかしその反面、医療領域における心理職に対しては、

その役割が不明確だとする指摘もある（川村・天保,

2004）。また、診療や医療行為のできる特定看護師の導入

が検討される（厚生労働省,2012）など、医療の領域全

般で、従来の専門職の垣根を越えた新しい協働が模索さ

れ始めている。これらを踏まえれば、今後のチーム医療

に心理職が寄与するためには、心理職の側で協働のあり

方を捉え、自身の果たすべき新たな役割を積極的に検討

する作業が必要になるだろう。菊地（1999）の概念整理

に基づくならば、従来のような他の専門職とのコミュニ

ケーションを重視しないマルチディシプリナリーな治療

モデルでなく、専門職間の役割の一部を共有しコミュニ

ケーションも積極的にとるインターディシプリナリーな

協働の中で、今後心理職としてどのような役割が果たせ

るかを検討する必要があると考えられる。

上記の問題意識から、本論考では、インターディシプ

リナリーな協働の中で心理職が果たすべき役割および専

門性の発揮の仕方を検討することを目的として、精神科

医療に関わる心理職以外の専門職（精神科医・精神科看

護師・精神保健福祉士（PSW）・作業療法士（OT）・薬剤

師）がチーム医療で果たす業務について知見を概観する

こととした。心理職の専門性と関連する部分を中心とし

た概観を通し、今後の多職種協働の現場において、心理

職がどのように専門性を発揮すべきかについての展望と

課題を得ることが本論考のねらいである。

精神科医との協働

精神科医は、医師の資格に加えて日本精神神経学会の

発行する精神科専門医や厚生労働省の発行する精神保健

指定医などの資格をもっていることが非常に多い。業務

としては、患者の適切な診断と治療計画の設定やそれに

もとづいた適切な向精神薬の選択および薬効判定、それ

らを実施するための患者や家族との関係構築などを行う

ことである（日本精神神経会,2012）。精神科専門医は支

持的精神療法の教育も受けており、医療面接には症状や

治療に関する情報交換だけでなく、患者の不安を和らげ

るなど関係形成の側面もあり、共感的なやりとりによる

感情共有が推奨されている（西垣,2005）。この点を鑑み

ると、心理職は、ただ“患者の話を聞くだけ”では専門

性は不十分であり、更なる技術の習得が必要だろう。

では、どのような技術が必要となるか。中島ら（2012）

によると、精神科医を対象とした調査では、心理士に求

める業務として、リラクゼーション法や認知行動療法（以

下CBT）の希望が９割を超えている。実際、精神科医療

において薬物療法とCBTなどが併用されることもあ

り、両者を併用した場合の治療効果が最も高いことも指

摘されている（Andrew et al.,2003）。蓄積されてきたエ

ビデンスや医療保険点数も考慮すると（厚労省,2013）、

CBTが実施できることは心理職として必須と言えよう。

特に、医師と異なり十分に時間を取って対応できること

なども考慮すれば、心理士がCBTを実施することは意

義深いといえる。

次に、医師から心理士に求めることの一つに薬物の知
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識が挙げられる （江花,2005）。このような要求が生じ

る理由として、例えば宮岡（2005）は、医師の視点から

見たとき、心理職は精神療法を実施しているクライアン

トに対し薬物療法の必要性の判断が十分にできていない

ことや、向精神薬の影響がクライアントにどのように影

響しているかの把握ができていない問題点を指摘してい

る。また、村山ら（2005）は、向精神薬の影響の把握に

加え、クライアントに接する時間が長いことから服薬率

や服薬中の生活態度について聴取し医師に伝達する、あ

るいは医師患者間の緩衝作用としての役割を心理職が担

う必要があると指摘している。このことから、精神科医

と心理職とが互いの領域に干渉しないというかつての治

療構造ではなく、医師による薬物療法の影響も考慮した

心理療法を進めていく技術が心理職にとって必要と考え

られる。

この現状に対し、今日ではいくつかの試みがなされて

いる。吉里ら（2010）は、薬物治療における非薬物要因

である医師-患者関係や薬物治療への動機づけを心理職

が調整することでクライアントが薬物治療に主体的に取

り組めるようになることを目標にした心理的支援を報告

している。服薬行為に対する認知や動機づけを心理面接

で扱う、クライアントが医師に直接伝えにくい服薬行為

に対する考えや心配を聴取して薬物療法に反映させると

いったものである。これにより、薬物治療を促進するこ

とができると主張している。また、睡眠薬の減薬・中止

を目的としたCBTもなされている。本来は服薬せずと

も眠れる可能性があるにもかかわらず服薬を継続してい

る、臨床容量依存に陥っている患者に対し、服薬量を減

らす行動実験を行い、睡眠状態の変化の少なさへの気づ

きや服薬に対する認知の変容を促すことで、睡眠薬への

依存心を低減させていくものである（宗澤ら,2010）。こ

れを実施することで、減薬・中止は70％が可能であった

という報告もなされている（Morin et al., 2004）。以上

のように、薬物療法の知識を十分に獲得したうえで、服

薬行動や服薬に対する認知、あるいは医師患者関係に焦

点を当てた心理的介入を行うことも、医療現場で精神科

医と協働を行う上で今後求められることになるのではな

いか。

精神科看護師との協働

看護の目的には、全ての人が本来持つ自然治癒力を発

揮しやすい環境を整え、健康の保持増進や苦痛の緩和等

を行って、身体的・精神的・社会的に支援することが挙

げられている（日本看護協会,2007）。看護の独自性とし

ては「心のケア」と「身体のケア」を共に行うことがで

きる点があり（武井,2013）、精神的支援においては、看

護職が時間的・物理的に対象者に近いことから、対象者

にとって親しみを持ちやすい存在となるという特徴があ

る。精神科看護については、精神的健康について援助を

必要とする人を対象に、その人らしい生活を送ることが

できるよう支援することが掲げられており（日本精神科

看護技術協会,2004）、その活動としては、自らが主体と

なって行うデイケアや入院生活技能訓練の他に、他の専

門職と連携して行う心理療法や作業療法、心理教育等が

あり、集団療法を行っている者もいる（山根,2005）。

精神科看護師の活動の機会が広がる中で、これまで精

神科医や心理職が中心となってきたCBTにおいてもそ

の役割は大きくなっている。2008年の日本認知療法学会

では、CBTにおける看護師の役割が今後重要となること

が強調され、ワークショップも開催されている（白石,

2009a）。また、CBTが精神科看護実践に応用されること

は、合理的で能率的な効果と理論的根拠に基づく看護の

可能性が広がることにもつながると期待されている（三

上,2008）。実際に精神科看護におけるCBTの実践報告

もなされるようになっており、徐々に導入が進んでいる

ようである。CBT的なアプローチを実際に行った例とし

ては、佐々木（2012）が挙げられる。ここでは、思考記

録等を用いて心理教育とCBTを導入した看護面接を行

い、その有効性を示唆しており、従来の積極的介入を行

わない立場からの脱却の可能性を示している。その他、

境界性パーソナリティ障害やうつ病に対するCBT的な

看護も報告されている（井上ら,2012；齋藤,2012な

ど）。

これら精神科看護師がCBTを行うことの利点として

は、患者の日常場面とリンクさせることができる点にあ

るだろう。患者の日常の生活場面での支障をセッション

で具体的に取り上げること（佐々木,2012）や、逆にセッ

ションの補完を日常生活場面で行うこと（井上ら,2012）

などが報告されているが、これらは看護師としての特性

を生かした短期的かつ円滑な介入の促進につながると考

えられる。しかし、看護師によるCBTの研究はほとんど

が事例報告であり（岡田,2011）、その効果に関する研究

はあまり進んでいない。岡田（2011）はこの点を踏まえ、

女性のうつ病患者を対象とした集団CBTプログラムを

作成し、継続的な効果を見出すとともに、うつ病患者個

人へのCBTの継続的効果を検証するためにランダム化

比較試験を行っている。こうした動向はあるが、やはり

看護実践においては活用法が個人の判断に任される（齋

藤,2012）など、看護場面での具体的応用方法が未確立
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な状態である（三上,2008）。

また、報告されているCBTの実践が奏功した要因の

一つに、連携や協働がある。たとえば、臨床心理士をスー

パーバイザーとした勉強会の実施や他職種の記録を用い

た情報収集、チームカンファレンスの活用など、チーム

での情報交換や連携について述べられており（齋藤,

2012；佐々木,2012）、その有効性が示唆されている。

多職種間での協働について、藤田（2011）は、「チーム

は横につながるもの」としているが、美濃ら（2012）は、

システムの未整備や臨床心理士等の不足、看護師の力量

不足など多職種チームの現状を指摘している。多職種連

携については、効果的な方法ではあるものの、役割分担

や負担の違い、職種間の専門性に対する認識の不足や

チーム医療への意識の不足など課題も見出されている

（石山ら,2012）。

カウンセリングと看護学の鍵概念であるケアリングが

類似していることもあり（宮本,2011）、精神科看護師も

心理面での役割を担うようになっているが、まだ充実し

ているとは言い難い。では心理職が精神科看護師と協働

する際にするべきことは何だろうか。まずは患者の心理

的葛藤に関する知識やCBTなどの心理的介入の専門的

な知識を有していることが必要である（岩満ら,2009）。

また、CBTを採用する際には、心理職が適切にアセスメ

ントを行い、その必要性や有効性を判断することも重要

である（吉田ら,2012）。さらに、看護師による日常的・

表面的な技法だけでは効果が得られない患者に対して

は、心理職がより精緻なアセスメントと介入を行うこと

や、看護師に対してスーパービジョンを行うことが考え

られるだろう。看護師に向けたCBTの情報や研修が少

ない（白石,2009b）ことも踏まえると、看護師に対して

介入の質を保証すること（齋藤,2012）は心理職の重要

な役割となる。また、看護師が枠組みのある面接を行う

ことは実務上困難である（齋藤,2012）ため、その必要

性がある場合は心理職が枠組みを持った対応を行う必要

がある。そのためには情報共有を適切に行わなければな

らない。加えて看護師のバーンアウトの予防（忽滑谷・

中山,2007）にも目を配ることが求められている。精神

科看護師と円滑に協働をするためには、心理の専門職と

いう立場を自覚し、適切な形でその知識及び見解を伝え

ていくことが必要になるだろう。

精神保健福祉士との協働

精神保健福祉士は、精神保健福祉士法によれば、「精神

障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を

もって、精神科病院その他の医療施設において精神障害

の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図る

ことを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関

する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のため

に必要な訓練その他の援助を行うこと」を職務としてい

る。社団法人日本社会保険福祉士協会によれば、職場は

多岐に渡り、単科の精神科病院、総合病院の精神科、精

神科診療所、医療機関併設のデイケアなどの精神科医療

機関、小規模作業所やグループホーム、ケアホーム等の

生活支援施設、精神保健福祉センターや福祉事務所等の

福祉行政機関などがある。更に、近年は矯正施設や保護

観察所等の司法施設、ハローワークや企業にまで活動を

広げている。2005年から施行された「心神喪失者医療観

察法」では保護観察所に設置されている社会復帰調整官

のほとんどを精神保健福祉士で占めており、精神障碍者

の社会復帰と地域生活支援に向けたケアマネジメント業

務に深く関与している（大野,2007）。

精神保健福祉士の業務は、社会福祉学を学問的基盤と

して、精神障碍者の抱える生活問題や社会問題の解決の

ための援助や、社会参加に向けての支援活動を通した、

その人らしいライフスタイルの獲得を目標としている

（社団法人日本社会保険福祉士協会HP）。その業務は大

きく４つに分類され、①受診援助や入院援助、退院援助

等のケースワーク業務②デイケアや患者・家族のグルー

プワークのようなグループワーク業務③精神保健や医療

福祉普及活動のような地域活動業務④社会資源開拓やク

ライエント処遇会議のような関連業務がある（東京都衛

生局病院管理部開発指導課,1987）。

精神保健福祉士が国家資格として制度化された意図の

なかには、医師との関係が医師からの指示でなく、指導

であるということがある（小柴,2000）。それゆえ、入院

援助業務の中で、対象者の生活状況や社会状況を判断し

て、生活史等の情報から心理・社会的診断をして医師や

看護師などに情報提供し、チーム医療が展開できるよう

に協力する、というチーム医療の展開への協力が重要と

される（小柴,2000）。医師との関係が指導であるという

のは一つの大きな特徴であり、例えばイギリスのPSW

制度では、強制入院時の人権擁護対策として認定ソー

シャルワーク制度があり、入院判定に際して、特別資格

のあるPSW は医師の決定に反対する裁量権が与えられ

ている（助川,1999）。光岡（2012）も、多職種連携にお

けるPSW のコンピテンシー（ある職務または状況に対

し、効果的あるいは卓越した業績を生む要因として関

わっている個人の特性、及び、それらの特性を組み合わ

せて有効な行動パターンを生み出すための統合的な能
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力）の重要性を指摘している。

そして、近年では、PSW がかかわる利用者は、精神保

健福祉法に規定している精神障碍者の範囲を超え、いじ

めや自殺予防、虐待、社会的ひきこもりのような、心の

健康、不健康の領域にまで広がりをもつようになってい

る。そこでは、例えば、危機介入や心理教育、ロールプ

レイング技法、SST、家族療法、精神障碍者ケアマネジ

メント技法などの援助法が組み合わされて使用されるよ

うになっており（大野,2007）、精神科における予診をま

かされることも出てきている（田中,2011）。しかし、前

記のように、PSW の専門性は、「精神障害者の保健及び

福祉に関する専門的知識及び技術」にあり、その学問的

基盤は「福祉学」である。田中（2011）は傾聴のスキル

や、質問の仕方についても言及しており、情報聴取の促

進や共感においては利用できるものの、その情報をもと

に行うアセスメントや継続的な心理面接は傾聴スキルの

みでは行えないことから、やはり「心理学」を基盤とす

る心理職による実施、やコンサルテーションが望まれる

だろう。

更に、地域との連携による広がりも指摘されており（多

田,2012）、地域関係機関の特性をよく理解し、日々の情

報共有などを重ねて信頼関係を築き、切れ目のない医療

と支援を提供することが必要とされている。金井ら

（2012）は、近年、脱施設化、入院治療から地域生活支

援へと支援事業の移行が勧められてきた流れを受けて、

アウトリーチ活動が展開されつつあり、医療中断した

ケースに包括型地域生活支援プログラム（Assertive
 

Community Treatment:ACT）のチームの一員として

PSW が介入したことで、治療拒否から就労にまで至っ

たようなケースもあることを紹介している。だが、木太

（2012）も指摘しているように、地域生活を支える多職

種チーム医療においても、あくまで社会福祉を理念とす

るPSW とは別に、心理学的な知見に基づくアセスメン

トを行い、それを多職種に提供するという心理職の強み

を生かすことによって、クライエントに対するチーム間

の共有理解が促進され、より充足したアプローチが可能

となるのではないか。

精神科作業療法士との協働

精神科における作業療法では、精神障害や発達障害、

知能障害などを抱える者を対象に、生活技能の獲得や環

境調整、社会資源や諸制度の活用の促進を目的とし、日

常生活でなされる作業活動に焦点を当てた援助や指導を

する（日本作業療法士協会HP）。活動現場である精神科

デイ・ケアでは、心理職とともに家事などの日常生活技

能の習得や、症状や再発サインへの対処スキルの獲得な

どを目的の中心に据え活動している（厚生労働省,

2009）。

近年は、作業療法を実施するに当たり、技能習得の援

助として心理的側面の相互影響が指摘されている。クラ

イアント中心療法に基づいた作業療法の理念であるカナ

ダ作業遂行モデルでは、援助者とクライアントとの協働

関係を重視すること、クライアントの作業に対する本能

的欲求や動因、意志を考慮することの必要性が指摘され

ている（Polatajko et al.,2007）。また、人間作業モデル

では、作業に対する個人的原因帰属と価値づけ、興味が

作業遂行に影響を与えていることが指摘されている

（Keilhofner,2012）。このように、作業療法を進めるう

えでは内発的動機付けが重要となると考えられている。

また、作業療法の従事によって精神病症状の軽減やポ

ジティブ感情の発現、有能感や自己効力感の獲得がなさ

れることも述べられており（石井ら,2008）、作業遂行が

行動活性化的役割を果たしている側面があると思われ

る。ただし、作業遂行には達成感だけでなく、苦しさや

不安感、空虚感といったネガティブ体験も同時に伴う（美

和ら,1999）ことも留意すべきだろう。クライアント自

身の作業への興味や動機付けがなければ作業療法は有意

味な役割を果たさないことが実証されているため（石井

ら,2008）、作業療法を実施するにあたっては、ネガティ

ブ体験も含まれることを認識したうえでの動機づけを行

うことが重要であると考えられる。

しかし、今日の作業療法では動機づけの向上に焦点を

当てた介入を検討した例の蓄積は未だ少ない。このよう

な現状に対し、心理的視点を持った援助を協働的に実施

することでOT作業がより円滑に進むのではないかと

考えられる。例えば、行動分析の理論を生かしたチェイ

ニングや、遂行した作業の評価の検討も可能であろう。

実際に塩原ら（2002）は、統合失調症患者における認知

機能の改善を目的とした作業療法を実施するに当たり、

強化刺激をコントロールすることで作業能力の向上を促

すことに成功したことを報告している。あるいは、動機

づけに特化した心理的介入を用いることも提案できる。

また、CBTとOTを併用することにより自己効力感の

向上を促す介入の効果も示されている（椛島ら,2012）。

このことから、心理職は、現行どおり作業療法士ととも

に心理学的側面を考慮した作業への取り組みを行うだけ

でなく、作業への参加動機づけが低い、特にドロップア

ウトした患者を対象とした心理的介入をすることが作業

療法士と協働するうえでの重要な役割となると考えられ
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る。

精神科薬剤師との協働

薬剤師は、薬剤師法によれば、「調剤、医薬品の供給そ

の他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向

上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保す

る」ことを職務としている。厚生労働省の調査（2010）

によれば、薬局の従事者が145603人（52.7％）、病院・診

療所の従事者が52013人（18.8％）である。

今日の精神科医療において薬剤師に求められている専

門性には、以下の８項目が掲げられている（吉尾,2007）。

①精神疾患の病態と患者特性を十分理解していること②

向精神薬の薬理作用を十分理解していること③高度な薬

物療法に関する知識と多くの臨床経験を持ち、患者個々

の症状や状況にあった薬物療法を、医師、患者の双方に

提案できること④向精神薬による副作用の予測ができ、

その解決方法を熟知し、医師、患者の双方に提案できる

こと⑤精神疾患患者との良好なコミュニケーションがで

き、薬物療法について話し合うことができること⑥適切

な薬物療法の提供による精神疾患患者の社会復帰を支援

し、地域においても薬学的管理ができること⑦精神科薬

物療法に関する研究ができること⑧精神科医療及び精神

保健福祉を十分理解していること、である。

日本においても、1970年代より、医師を頂点とするパ

ラ・メディカルの発想をくずし、患者を中心に据えた医

療職のチーム連携を重要視する考えが導入されはじめ、

1990年代から実動されはじめているが、こうした機運は

薬剤師の役割についても同様である（武田ら,2007）。松

本（2012）も、薬剤師が今後身につける必要のあるスキ

ルとして、医療情報について関係者とのコミュニケー

ションを指摘している。かねてから、臨床心理士の役割

として、多職種をつなぐことがあげられていたが（宇留

田,2006）、薬剤師もその役割を担いつつあると言える。

服薬アドヒアランスの向上についても、薬剤師は医師に

次ぐセカンドオピニオンとして患者－医療者間の人間関

係の調整役となることが求められている（吉尾,2007）。

また、精神科医療が病院中心の治療モデルから地域中

心のモデルへ変化していることも、精神科チーム医療に

おける各職種の役割を大きく変化させている（武田ら,

2007）。2000年の介護保険制度の施行を機に、薬剤師は在

宅医療へも参加するようになっている（三宅ら,2012）。

これはACTと言われるもので、重度精神障碍者の生活

を支えるための包括型生活支援の１つのモデルであり、

多職種（看護師、PSW、OT、精神科医等）によって構成

されたチームで訪問活動を行い、利用者のニーズに応じ

た多様なサービスを24時間365日体制で提供すること

を特徴としている。三宅ら（2012）は、ACTでの薬剤師

の役割に、利用者と信頼関係を築くこと、利用者と過ご

す時間の中で得た情報をもとに、利用者の辛さや困りご

とを理解するように努めること等をあげている。松本

（2012）も、薬剤師が薬学部６年間の教育課程で身に着

けるべき技能として「医薬情報について関係者とのコ

ミュニケーション」を挙げている。しかし、特に精神科

に特有の服薬についての問題として、そもそも薬物への

抵抗感が強いことと、病識が乏しい場合も多いこと等か

ら、服薬アドヒアランスが低い場合が多い（武田ら,

2007）。そうした場合に、信頼関係を築き、アセスメント

や共感を行うことは、臨床心理士の職務と共通している

ところであり、宮脇（2007）も指摘しているように、臨

床心理士もACTに参加し、服薬への抵抗に共感を示す

こと、心理教育や、服薬アドヒアランスの向上等、心理

士の専門性を生かしながら協働することで、更に利用者

に資することが可能となるように思われる。

結論

本稿では、精神科医療において他職種と協働を行う上

で、心理職がより効果的な専門性の発揮の仕方を明らか

にすることを目的とし、各他職種の業務特性および心理

職の業務に関連しうる理論や活動などについて概観し

た。

各専門職の活動及び示唆された心理職の専門性を概括

するに、どの専門職であっても、援助対象が人間である

限り心理的側面への配慮や関連した問題は生じるもので

あり、それに対応する技術を積極的に習得していく方針

となっているだろう。この現状を考慮すると、従来通り

の働き方では心理職の専門性は縮小され無用の職となる

恐れがある。心理職は、他職種との協働に対応した新た

な知識及び技能の習得が急がれる。そのためには、精神

科医療全般に関する基本的知識の習得はいうまでもなく

必要だろう。さらに、「精神科医との協働」「精神科作業

療法士との協働」「精神科薬剤師との協働」で行った概観

を踏まえれば、従来の症状焦点型の心理的介入だけでな

く、治療を継続する中で次第に生じる二次的問題、すな

わち服薬アドヒアランスや作業遂行の苦痛をはじめとし

た、各専門職が援助や治療を進めていく中で新たに生じ

るクライアントの心理的問題も考慮した多元的なアセス

メントを行えることが重要なのではないか。そしてその

アセスメントをもとに、動機づけや心理的苦痛のケア、
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ドロップアウトの防止をより計画的に実施していくこと

が必要と考えられる。また、「精神科看護師との協働」で

行った概観を踏まえれば、援助対象をクライアントのみ

にとどめず、他職種も視野に入れることも不可欠と思わ

れる。つまり、患者－援助者関係の調節や、他職種が患

者の心理的側面への介入を実施する際のコンサルテー

ションやスーパーヴィジョンの技術が求められるであろ

う。

本稿の限界としては、本稿がチーム医療における二者

関係や専門性の共存に焦点を当てたものにとどまってい

る点であろう。そのため、今後はチーム全体としての活

動や運営の仕方についても検討していくことが不可欠で

ある。また本稿はあくまで心理職の立場から他の専門職

を考慮した専門技術の向上を検討したものであるため、

本稿をもとにした他職種からの要望を検討すること、そ

して逆に心理職が他の職種に介入をしてもらう際のビ

ジョンを検討することも必須である。これから心理職が

他職種と協働していくうえで、従来の固定観念や枠を崩

し、援助対象や援助体系、援助場面を広げていくこと、

その上で必須となる知識と技術を身につけていくこと

が、われわれ心理職の課題であり、そのためには上記の

ような検討を今後実施していくことが求められる。
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